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建設水道課　  ☎0966（43）4131
議会事務局　  ☎0966（43）4132
保健センター  ☎0966（43）4112
中央公民館　  ☎0966（43）2050
海洋センター  ☎0966（43）4555

令和８年

1424 号  記事
２㌻…令和７年分確定申告相談会
３㌻…がん患者の人へのサービス
４㌻…償却資産申告、ノロウイルス感染症、充電式電池
　　　の試験収集
５㌻…生ごみ処理容器補助、油回収、シニアカー補助
６㌻…認知症相談、悩みごと相談、手話リンク、入学準
　　　備費用補助

７㌻…まりっくまパスポート、空き家対策セミナー、
　　　どんどや、堆肥散布
８㌻…水上葬斎場火葬料金、ごみ処理手数料、全国一斉
　　　生活保護相談会、年金相談
９㌻…就労支援相談、健康相談・健康教室
10㌻…健康診断・検診、休日当番医・当番薬局

総務課（代表）         ☎0966（43）4111
農林振興課            ☎0966（43）4124
農業委員会                 ☎0966（43）4125
企画観光課            ☎0966（43）4129
税務町民課・会計室  ☎0966（43）4130

2026年の干支は

午（うま）年です 

新年あけまして
おめでとうございます

うまは古来より、力強さやスピード、目的に向
かって進む姿勢の象徴とされています。
町民の皆さまにおかれましても、この午年の
勢いを得て、力強く進んでいけるような一年
となりますようお祈りいたします。

本年もどうぞ
よろしくお願いします！
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▶場所：湯前町役場  洋会議室
▶時間：９：00 ～11：30、13：30 ～16：00
▶準備物：
　・本人確認書類（次のいずれか）
　　❶マイナンバーカード
　　❷通知カードと顔写真付きの身分証明書
　　❸通知カードと顔写真なしの身分証明書２点
　・口座届出印、通帳　
　・必要書類（機械などの取得日、価格などが分かる書
　　類、帳簿、領収書、通帳など）
　・国民年金、厚生年金、生命保険料や地震保険料の
　　支払証明書
　・給与、報酬、賃金などの源泉徴収票
　・医療費の明細書  ※医療費控除を受けられる人のみ

　・住宅取得控除証明書  ※税務署から届いた人のみ

▶その他：
　・領収書は事前に項目ごとに分けるなどまとめてお
　　いてください
　・収入がない人も保険料などの算定で申告が必要で
　　す。必ず世帯全員申告してください
　・ご不明な点がございましたら国税庁ホームページ
　　で確認するか問合先までお尋ねください
問  町民税係  ☎0966（43）4130

月 日　 地区

２月

16日（月）
下城、浅鹿野

17日（火）

18日（水）

上染田、下染田、
田上、瀬戸口19日（木）

20日（金）

24日（火）
浜川、中里１・２、下里

25日（水）

26日（木）
上里１・２・３

27日（金）

３月

２日（月）
古城、上村

３日（火）

４日（水）

馬場、下村5日（木）

６日（金）

９日（月）
上猪、中猪、野中田１

10日（火）

11日（水）

野中田２・３、植木12日（木）

13日（金）

16日（月） 予備日

税務町民課

令和７年分確定申告相談会を開催します

保健福祉課

がん患者の人へのサービスがあります

がんの治療によって外見の変化が生じたことで購入するウィッグ、乳房補整具など、若年がん患者が利用する在宅介
護サービス費用を助成します。くわしくは問合先へお尋ねください。

【ウィッグ、乳房補整具などへの助成】

  ▶対象：
  　・ウィッグなど
  　  （ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子など）
  　・乳房補整具など
  　  （補整パッド、補整下着、専用入浴着、人工乳房（エ 
  　  ピテーゼ）など）
 　 ※購入から１年以内のものに限ります

  ▶対象者：❶～❸のすべてに当てはまる人
  　❶町内に住所がある
  　❷がんと診断され、がんの治療を受けた、または現
  　　在受けている
  　❸他の法令などで同じ内容の助成等を受けていない
  ▶助成額：
  　 １人につき購入額の1/2の額  ※上限額２万円

  ▶申請方法：
  　次の書類をそろえて問合先に提出してください
  　・申請書兼請求書  ※問合先にあります

  　・住民票の写し
  　・がんの治療を受けたこと、または現在受けている
  　  ことと、がん治療による脱毛または手術などによ
　    る乳房の変形を証明できる書類の写し
  　・領収書と明細書の写し

【在宅介護サービスへの助成】

  ▶対象：
 　 ・訪問介護、訪問入浴介護
  　・福祉用具貸与（手

※
すり、車いす、歩行器など）

  　  ※工事をしないものに限ります

  　・福祉用具購入
  　  （腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽など）
  ▶対象者：❶～❹のすべてに当てはまる人
  　❶町内に住所がある
  　❷医師の判断で、がんの治癒を目的とした治療を
  　　行わないがん患者
  　❸サービス利用時に18歳以上40歳未満（18歳また
  　　は19歳で小児慢性特定疾病医療費の支給を受け
  　　ている人を除く）
  　❹他の法令などで同じ内容の助成等を受けていない
  ▶助成額：
  　１人につき１カ月あたりサービス利用費の9/10の額
  　※上限額６万円

  ▶申請方法：
  　次の書類をそろえて問合先に提出してください
  　・利用申請書  ※問合先にあります

  　・医師意見書  ※問合先にあります

  　・本人確認書類  （運転免許証、マイナンバーカードなど）

問  保健係  ☎0966（43）4112
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生ごみから発生する悪臭や害虫にお困りではありませ
んか？生ごみを家庭で処理することで堆肥化できるだ
けでなく、焼却による温室効果ガスや収集に出すゴミ
の削減につながります。

▶補助内容：

※補助は１世帯につき５年間で１回です

※補助額は 100円未満切り捨てです

▶申請方法：購入後に、領収書、印鑑、通帳を保健セン
　ターに持参してください

　※申請書は保健センター窓口にあります

問  環境衛生係  ☎0966（43）4112

SDGs の取り組みの一環として、下記事業所にて常時
回収を行っています。ご協力をお願いします。

▶回収可能な油：天ぷら油などの植物油

　※未開封（期限切れ）も回収可能

　※鉱物油（エンジンオイルなど）、動物油（ラードなど）は不可

▶回収方法：❶こし器などで油のごみを取り除く
　❷元の油容器やペットボトルなど蓋つきの容器に入
　　れてしっかり閉める  ※やわらかいペットボトルは破損

　　の恐れがあるため使用しないでください

▶回収場所：

　・肥後銀行湯前支店  ATM コーナー内
　  ※時間：ATM 開場時間内  ☎0966（43）4151

　・球磨地域農業協同組合  上球磨支所  出入り口
　  ※時間：窓口営業時間内　　☎0966（42）2108

問  ❶環境衛生係  ☎0966（43）4112 ❷各実施事業所

高齢者の皆さんが運転免許証を自主返納しても自立し
た日常生活を送れるように、シニアカーなどの購入費
用の一部を補助します。

▶注意事項：
　・購入する前に申請が必要です
　・運転免許証を保有していない証明が必要です
　・年度内に購入を希望される方は、購入前に一度ご
　  連絡ください。（２月末まで受付を行います。）
問  介護保険係  ☎0966（43）4112

購入補助があります
生ごみ処理容器や処理機

種類 補助額 その他

生ごみ処理機
（電動型）

購入価格の半額
（限度額：3万円） １世帯１台まで

生ごみ処理容器
（コンポスト）

購入価格の半額
（限度額：3000円） １世帯２個まで

使用済み食用油を回収しています

シニアカー・電動アシスト自転車
購入補助があります

シニアカー 電動アシスト自転車

対　象
 新品で購入しJIS-T9208
 に当てはまるもの

 新品で購入し防犯登録し
 たもの

補助金
 本体価格の３分の１以内
 （上限10万円）

 本体価格の３分の１以内
 （上限５万円）

条　件
 ❶損害賠償保険（TSマークなど）に加入
 ❷３年間は譲渡・交換・売却・廃棄などできません

町内に事業用の資産を所有している人は、固定資産税
（償却資産）の申告をする義務があります。対象者には、
申告書を送付していますのでご確認ください。

▶対象者：町内に事業用の資産を持っている人
▶提出書類：送付された申告書
　※個人番号・法人番号を記入してください

▶提出期限：２月２日（月）まで
▶提出場所：税務町民課  固定資産税係
▶その他：事業を行っている人で申告書を持っていな
　い人は申告書を送付しますので連絡してください
問  固定資産税係  ☎0966（43）4130

３月ごろにかけて感染性胃腸炎の感染が多くなりま
す。特にノロウイルスが原因の感染性胃腸炎が多く報
告されていますので、次のことに気をつけましょう。

▶気をつけること：
　❶せっけんと流水による正しい手洗いをしましょう
　❷糞便や吐物の適切な処理をしましょう

　※正しい手洗いの方法や最新の情報はQR コードからご覧ください

問  保健福祉課  ☎0966（43）4112

以前は収集できなかった充電式電池などの回収を試験
的に開始します。次のことを必ず守り、安全に出しま
しょう。

▶対象物：ニカド・ニッケル・リチウムイオン電池の
　表示があるもの（モバイルバッテリー、ハンディファ
　ン、ワイヤレスイヤホン、コードレス家電、電気
　シェーバー、加熱式たばこ、ゲーム機など）
▶回収場所：保健センター窓口  ※開庁時間のみ

▶出すときの注意点：
　・電池を使い切る
　・電池の端子部分に絶縁テープをはる
　・濡らさない
　・ほかのごみと混ぜない
▶その他：
　・膨張したもの・水濡れしたもの・コードレス掃除機
　  などサイズが大きいものは事前にご連絡ください
　・事業用のもの・自動車用バッテリー・パソコン本体・
　  ポータブル電源は対象外です
次のQR コードから回収協力店が検索できます。（膨
張・水濡れしたものは不可）

問  環境衛生係  ☎0966（43）4112

税務町民課

償却資産の申告は２月２日（月）まで

保健福祉課

ノロウイルス感染症・食中毒にご注意

くわしくはこちら

充電式電池の試験収集を行います

回収協力店検索
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県では、新婚夫婦や今後結婚予定のカップルを対象に
「まりっくまパスポート」を交付しています。このパス
ポートを「結婚応援の店」に提示するとお得な特典・サー
ビスを受けることができます。ぜひご登録ください。

問  熊本県子ども未来課  ☎096（333）2225

▶対象者：町内に空き家を持っている人や、町内に空
　き家になる予定の住宅を持っている人
▶内容：空き家の売買、利活用方法についてなど
▶講師：（公社）熊本県宅地建物取引業協会
　　　  （一社）全国古民家再生協会
▶日時：１月17日（土）  10：00 ～12：00
▶場所：湯前町役場  洋会議室
▶定員：20人（事前予約制・先着順）
▶申込方法：次のQRコードからか問合先に電話

▶申込期限：１月15日（木）  17：00
　※申込数が定員に達した場合は受付を終了します

問  地域振興係  ☎0966（43）4129

無病息災・五穀豊穣を祈る伝承行事です。しめ縄など
の正月飾りを持って参加してみませんか。

▶日時：１月17日（土）  10：30 ～
　※天候不良のときは18日（日）に延期します

▶場所：湯前小学校グラウンド
問  農林整備係  ☎0966（43）4124

【農家の皆さんへ】
　堆肥を使用するときは周りへの配慮として次の点に
　注意してください。
　❶堆肥は十分発酵させ、できるだけ完熟させたもの
　　を使用する
　❷農地に運んだ堆肥はすぐにすき込む
　❸悪臭・粉じん・ハエなどの害虫・汚水が発生しな
　　いように処理する

【町民の皆さんへ】
　堆肥散布は、農産物の作付け前などに行われます。気
　象条件などにより、臭いが流れてくることがありま
　す。農地の周りでは、窓の開け閉めなど、不自由を感
　じることがあるかと思いますが、ご理解とご協力を
　よろしくお願いします。
問  農林振興課  ☎0966（43）4124

堆肥散布についての注意とお願い

無料の空き家対策セミナーを開催！

企画観光課

結婚応援！「まりっくまパスポート」

くわしくはこちら

「どんどや」を開催します
湯前緑の少年団

農林振興課

認知症の人の対応で困っている人や本人を対象に訪問
医療相談をします。早期診断・早期治療へのきっかけ
になれば幸いです。

▶対応者：人吉こころのホスピタル  精神保健福祉士、　
　看護師　 ※熊本県認知症疾患医療センターの指定を受けています　　　　　
▶日時：１月21日（水）　10：00 ～
　※毎月第３水曜日開催ですが、変更になることもあります

▶場所：上球磨地域包括支援センター
　　　（公立多良木病院３F）※状況に応じて訪問もできます

▶料金：無料
▶申込方法：問合先に電話
問  上球磨地域包括支援センター  ☎0966（42）6006

「どこに相談したらよいかわからない」「相談とまでは
いかないけれど、話を聞いてほしい」ということはあり
ませんか？皆さんが安心して利用できる相談先として
心配ごと相談会があります。お気軽にご相談ください。

▶日時：１月22日（木）  13：30 ～16：00
▶場所：湯前町保健センター
▶相談員：
　心配ごと相談員  松原  九州男  氏（行政相談員）
　　　　　　　　  永山  治実  氏
　人権擁護委員　  永濵  みどり  氏
▶相談内容（例）：家庭内のこと、借地借家、相続遺言、
　人権問題、金銭問題、その他困りごと、悩みごとなど
▶その他：
　・秘密は固く守られ相談は無料です
　・必要に応じて他の相談機関などを紹介できます
　・事前に連絡すると待ち時間なく相談が受けられます
問  ❶湯前町社会福祉協議会　☎0966（43）4117
　  ❷住民福祉係  ☎0966（43）4112

聴覚障がい者などの人が交番・駐在所を訪れたとき
に、勤務員が不在の場合は、交番に掲示されているQR
コードをスマートフォンで読み込んでいただくと、手
話通訳オペレーターを通じ管轄警察署の職員と会話す
ることができるようになりました。
問  多良木警察署  ☎0966（42）4110

▶対象者：本町に住み、湯前小・中学校に入学する子ど
　もの保護者で、次のいずれかに当てはまる人
　❶生活保護が停止か廃止された
　❷市町村民税非課税、個人事業税・町民税・固定資産
　　税・国民健康保険税の減免、国民年金保険料の免
　　除を受けている
　❸児童扶養手当を受けている
　❹世帯更生貸付補助金を受けとっている
　❺収入が少ない・不安定、災害や長期医療など特別
　　な事情で生活が苦しく、学校費用の支払いに困っ
　　ている
▶提出書類：就学援助申請書  ※問合先にあります

▶提出期限：２月13日（金）
▶その他：
　・現在就学援助を受けている人も新たに申請が必要です
　・世帯全員の合計所得額で認定できないことがあります
問  学校教育係  ☎0966（43）2050

教育課

入学準備費用の一部を援助します
小学校・中学校

認知症のこと、相談してみませんか？
認知症疾患医療センター

「手話リンク」始めました
交番・駐在所

無料の悩みごと相談
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※日程が変更となることがあります◆健康相談・健康教室（１/５～20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

８日
（木）  上・中猪区運動機能低下予防教室 13：30～ 中猪公民分館

13日
（火）

 下染田区運動機能低下予防教室 13：30～ 下染田公民分館

 上里２区口腔機能低下予防教室 13：30～ 上里２区公民分館

14日
（水）  植木区健康相談 13：30～ 植木公民分館

15日
（木）  中里２区口腔機能低下予防教室 13：30～ 中里２区公民分館

16日
（金）  山ノ口健康相談 13：30～ 山ノ口公民分館

19日
（月）

 金色の会（男性料理教室）
 ※申込みした人

10：00～ 湯前町保健センター
　〇エプロン　〇三角きん
　○200円

 野中田２区健康相談 13：30～ 野中田２区公民分館

※健康相談・健康教室に参加する人は健康手帳を持参してください

◆就労支援相談（予約制）（１/５～20） ※日程が変更となることがあります

日 内　容 場　所 時　間

８日
（木）  若者サポートステーションやつしろ湯前出張相談会  湯前町役場  相談室 13：30 ～

16：00

14日
（水）

 就労相談窓口 「ジョブカフェ・ 球磨ブランチ」

 湯前町コミュニティ施設（旧ユノカフェ） 10：00 ～
12：00

16日
（金）  あさぎり町ポッポー館２階和洋室 10：00 ～

12：00

※ジョブカフェ・球磨ブランチ  ☎0966（22）0555 ※若者サポートステーションやつしろ  ☎0965（37）8739

◆年金相談（予約制）（１/５～20）
※八代年金事務所 お客様相談室　☎0965（35）6123  自動音声案内に従って１番→２番を押してください

日 場　所 時　間

５日
（月）  人吉市役所 ９：30 ～

17：00

７日
（水）  多良木町多目的研修センター ９：00 ～

17：00

※日程が変更となることがあります

日 場　所 時　間

14日
（水）  錦町総合福祉センター ９：00 ～

17：00

19日
（月）  人吉市役所 ９：30 ～

17：00

▶改定料金：

※10㌕未満の搬入ごみは10㌕として計算します

※家庭から持ち込まれる資源ごみは無料です

▶開場日：毎週日曜日から金曜日まで
▶開場時間：８：30 ～17：00
▶休場日：
　毎週土曜日、12月31日～１月３日、祝日、振替休日
問  人吉球磨広域行政組合  人吉球磨クリーンプラザ
　  ☎0966（22）1414

ひとりでも多くの生活困窮者を、最後のセーフティー
ネットである生活保護制度へとつなげるため、相談会
が開催されます。

▶日時：１月25日（日）  10：00 ～16：00
▶相談電話番号：0120（052）088
　※当日のみの専用の番号です

▶主催：熊本県青年司法書士会
▶その他：相談料は無料で秘密は厳守します
　・電話による相談のみです
問  司法書士  吉田  光希  ☎096（247）6571

これまで葬斎場の使用料金は供用開始から見直すこと
なく運営してまいりましたが、昨今の物価上昇や人件
費の高騰に伴い、葬斎場使用料金を改定することにな
りましたのでお知らせします。

▶改定料金：水上葬斎場火葬料金
　区域内（本町および水上村）

　区域外（区域内以外の市町村）

　※改葬のため遺骨を合同火葬に付するときは、１棺を大人の１体

　　とみなします

問  人吉球磨広域行政組合  人吉球磨クリーンプラザ
　  ☎0966（22）1414

ごみ処理手数料を改定します！
人吉球磨クリーンプラザ

現行
（令和８年３月31日まで） 10㌕あたり100円

改定後
（令和８年４月１日から） 10㌕あたり150円

司法書士による生活保護相談会
全国一斉生活保護相談会

総務課

葬斎場使用料金が改定されます
水上葬斎場火葬料金

種別 現行使用料
（R8.3.31まで）

改定後使用料
（R8.4.1から）

大人
（満15歳以上） 1万2000円 1万5000円

小人
（満15歳未満） １万円 1万円

死産児 １万円 5000円

改葬 ※１ １万円 5000円

その他 １万円 5000円

種別 現行使用料
（R8.3.31まで）

改定後使用料
（R8.4.1から）

大人
（満15歳以上） ２万5000円 ４万5000円

小人
（満15歳未満） １万6000円 ３万円

死産児 １万円 １万5000円

改葬 ※１ 6000円 １万5000円

その他 6000円 １万5000円

ハローワーク求人情報は役場で閲覧ができます！
くわしい内容を知りたい人や面接を希望される人は問合先にお尋ねください。

ネットでも閲覧できます問  ハローワーク球磨  ☎0966（24）8609
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町の情報をL
ラ イ ン
INEでゲット

　
▶町公式LINEの登録方法：❶ QRコードを読み込む ❷アプリ　
　内のホーム画面で「湯前町」か「@yunomae」で検索

人　口/3365人　
男/1592人　女/1773人
世帯数/1501戸
※11/30現在

◆休日当番医と当番薬局（１/５～20）
※旬報配布後に医療機関が変更になることがあります。

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

11日
（日）

湯前町

そのだ医院 43-2063

犬童薬局 43-3903

相良 権頭医院 36-0008

人吉

人吉皮膚科医院 22-6211

増田クリニック小児科 22-3570

高階誠心堂薬局西間店 22-7880

五日町薬局 23-6228

12日
（月） あさぎり

こんどう整形外科 45-6555

やまむら小児科・内科 45-0005

きりん薬局免田店 49-9120

エスエス堂きりん本町薬局 45-6330

※受診時は医療機関に確認してください（市外局番：0966）

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

12日
（月）

錦

高田内科医院 38-3677

高階誠心堂錦調剤薬局 38-4940

人吉

人吉リハビリテーション病院 24-6111

ミユキ薬局インター店 22-7472

18日
（日）

多良木

犬童耳鼻咽喉科 43-0777

きりん薬局原田店 42-6900

人吉

平井整形外科リハビリ
テーションクリニック 24-8213

たかはし小児科内科医院 24-2222

エスエス堂薬局城本店 22-0337

たんぽぽ薬局 23-6170

◆健康診断・検診（１/５～20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

８日
（木）

 ６カ月児健診
 ▶R７年６月生

12：50～

多良木町保健センター
　〇母子手帳　
　〇問診票
　○子どもノート  など ３カ月児健診

 ▶R７年９月生
13：00～

※日程が変更となることがあります


